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令和５年度可児市小規模保育事業Ａ型募集要項 
 

１ 募集の趣旨 

本市では、子ども・子育て支援事業計画を策定し、その中で「1.2 歳については量の見込み

の増加が定員に迫ってくることから、予想以上に見込み量が増加していく場合は、利用希望園

の地域性を踏まえ確保について見直す必要がある」としています。 

同計画では、３歳未満児の定員について必要利用定員総数を上回る定員を確保しているも

のの、近年、増加傾向にある保育のニーズに対応するため、さらなる保育の提供体制の確保が

必要と判断し、小規模保育事業Ａ型を実施する事業者を募集します。 

 

２ 募集条件 

令和６年４月１日に開所する小規模保育事業Ａ型の運営を希望する者であり、かつ、以下の

要件を満たすものであること。 

（１） 社会福祉法人、学校法人、株式会社等の法人格を有し、その経営者が社会的信望を有す

る者であること。 

（２） 事業を実施するために以下に掲げる経済的基礎などがあること。  

ア 小規模保育事業運営費の概ね２か月分以上に相当する資金(※)を、普通預金、 当座預

金等により有していること。※「様式４-２ 公定価格試算シート」で算定した額。  

イ 直近の会計年度において、事業実施者の小規模保育事業以外の事業を含む全体の財務

内容について、３年以上連続して損失を計上していない等、財務内容が適正であること。 

ウ 賃貸物件を賃借して実施する場合、１年間の賃借料に相当する額を、安全性があり、かつ、

換金性の高い形態（普通預金、定期預金、国債等）により保有していること。なお、賃借料

は地域の水準に照らして適正な額以下であること。 

（３） 事業を実施する施設の確保が確実に見込まれること。土地の取得又は賃貸を予定してい

る場合は、申請時に、取得又は賃貸が確実に見込まれる根拠として契約書又は確約書の写

しを提出すること。 

（４） 事業実施の申請時（公募申請書提出時）において、保育所・幼稚園・認定こども園・地域型

保育事業のうちいずれかの運営の実績が１年以上あること、若しくは３年以上の認可外保育

施設の運営の実績があること。 

（5） 事業実施者及び事業実施者が現に運営している施設について、所管庁等による直近の監

査・実地指導等において重大な文書指摘を受けていないこと。ただし、文書指摘を受けてい

た場合であっても、適正な改善報告がなされている場合は、指摘を受けていない場合と同

様の取り扱いとする。 

（6） 社会福祉法、児童福祉法、子ども・子育て支援法等の関係法令等を熟知し、保育事業に熱

意と理解を持ち小規模保育事業の運営を適切に行う能力を有すること。 

（７） 事業を実施するにあたって、不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる

相当の理由がある者でないこと。 
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（８） 代表者又は役員が可児市暴力団排除条例（平成２４年可児市条例第２０号）第２条第２号

に規定する暴力団員に該当しない、又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密

接な関係を有する者がいないこと。 

（９） 市税等の滞納をしていないこと。 

（10） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の１５第３項第４号に該当しないこと。 

（11） 次の条件のいずれにも該当しないこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の４第１項

各号の規定に該当している者。 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、本市から一般競争入札の参加資格を取り消さ

れている者。 

ウ 本市から指名停止措置を受けている者。 

 

３ 募集地域と施設数 

 募集する地域と数は、今渡・土田・帷子・春里地区の中から 1施設。 

※特に開所が望まれる、土田地区に開所する場合、選定の際に加点します。 

 

４ 小規模保育事業所の施設及び設備に関する条件 

（１） 小規模保育事業は、事業実施者が所有又は賃借する建物において実施するものとする。

なお、建物を賃借する場合は、原則として、地上権又は賃借権を設定し、これを登記すること。

ただし、建物の賃貸借契約において賃借期間を１０年以上としている場合や、貸主が地方住

宅公社など信用力の高い主体である場合は、登記を行わないことができる。 

（２） 施設は、事業者が確保するものとし、開所予定日どおり開所すること。 

（３） 以下の設備を設けること。 

乳児室・ほふく室  ０歳児又は１歳児１人につき３．３㎡以上を確保すること。 

保育室・遊戯室 ２歳児１人につき１．９８㎡以上を確保すること。 

屋外遊戯場 公園、空き地、寺社境内等、児童の屋外遊戯場所が近隣

にあること。屋外遊戯場所の面積は、２歳児の定員×３． 

３㎡以上あること。 

調理設備 衛生的な調理設備を有し、保育室等と区画すること。調

理員用の手洗い場があることが望ましい。 

便所 衛生的な便所を有有し、保育室等と区画すること。便所

内に手洗い場があることが望ましい。 

（4） 近隣への騒音防止対策を施すこと。 

（5） 児童の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 

（6） 新耐震基準を満たし、耐震上問題がないこと。なお、昭和５６年５月３１日以前に建築確認

済証が交付され、工事着工された物件については、耐震調査を実施し、耐震上問題がないこ
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とが確認された建物であること又は耐震補強済の建物であること。（耐震診断報告書又は耐

震補強工事実施済みを証する書類が必要となる） 

（7） 事業実施施設について、建築基準法に基づく建築確認済証・検査済証（紛失している場合

は確認台帳記載事項証明書でも代替可能）が確認できること。なお、検査済証の交付を受け

ていない建物での事業の実施は不可とする。 

（8） その他、「可児市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年条例第２8号）」 に定められた基準を満たすこと。 

 

５ 小規模保育事業所の運営に関する条件 

（１） 小規模保育事業の利用定員は１２人以上１９人以下とするが、１９人であることが望ましい。

また、対象児童は３歳未満児とし、年齢別の受入れ人数を定めること。ただし、定員構成は０

歳児≦１歳児≦２歳児とすること。（最終的な定員構成については、市と協議の上決定） 

（２） 施設には、施設長、保育士、調理員及び嘱託医（歯科医を含む）を配置すること。 

ただし、事業実施者と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業若しくは事業所

内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等（以下「給食搬入施設」という。）又は

連携施設から食事を調理・搬入する場合あるいは調理業務の全部を委託する場合は調理員

を配置しないことができる。 

（３） 保育士の数は、０歳児の児童３人につき１人以上、１歳児及び２歳児６人につき１人以上と

した上で１人以上追加配置し、その半数以上は常勤（１日６時間以上かつ月２０日以上勤務す

る者等）とすること。なお、保育士資格を有する施設長についても必要人数に含むことがで

きることとする。また、保健師又は看護師を１人に限って保育士とみなすことができる。 

（4） 保育時間中は、必ず複数体制をとること。 

（５） 日曜日、祝日、１２月２９日から翌年の１月３日以外は、原則開所すること。 

（６） 開所時間は、原則１１時間以上とすること。 

※延長保育をする場合、延長時間に応じ加点します。 

（７） 保護者から徴収する利用者負担額は、本市が定めた基準額を事業者が徴収し、運営費に

充当すること。 

（８） その他「可児市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年条例第２７号）」及び「可児市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成２６年条例第２８号）」 に定められた基準を満たすこと。 

 

６ 事業実施者の遵守事項 

（１） 施設の設置・改修にあたり、消防法、建築基準法、児童福祉法等関係法令を遵守すること。 

（２） 保育に関すること 

①保育の内容は、保育所保育指針（平成２９年厚生労働省告示第１１７号）に準拠すること。 

②児童の使用する設備又は遊具等については、安全かつ衛生的な管理に努めること。 
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③必要な医薬品等を備えること。 

（３） 職員に関すること 

①給食業務に従事する職員は、月１回以上検便を実施するとともに、下痢、嘔吐、発熱など

の症状、手指等に化膿創がないか等の点検を行う等、細心の注意を払うこと。 

②保育士等の雇用にあたっては、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）など関係法令を遵守

すること。 

（４） 給食に関すること 

利用児童に対して、食事の提供を行うこと。食事を提供するときは、原則として、事業実施

施設内で調理する方法によること。なお、調理業務を委託する場合には、「保育所における

調理業務の委託について」（平成１０年２月１８日児発第８６号厚生省児童家庭局長通知）の内

容に留意すること。ただし、給食搬入施設又は連携施設において食事を調理・搬入し提供す

る場合については、この限りでない。 

（５） 安全対策に関すること 

①保育中の事故防止のため事業実施施設の安全点検に取り組み、安全確保の観点から保育

環境の整備について適切に対応するとともに、事故・緊急時対応マニュアルを作成するこ

と。 

②保育中における利用児童の事故に備えて、賠償責任保険に加入すること。 

（６） 利用者への対応 

①利用者との連携においては、日々の利用児童の状況を的確に把握するとともに、利用者

と保育士等で日常の利用児童の様子を適切に伝え合い、十分な説明に努めること。 

②利用者からの苦情を受け付ける窓口を設置するとともに、苦情処理マニュアルを作成す

ること。 

（７） 地域との関わり 

事業実施施設の近隣住民や所有者等に、工事施工時の騒音、安全対策、保育の実施内容・

整備計画等について適切に説明するよう努め、近隣住民等の理解を得ること。また、利用者

の送迎に対応するための駐車スペースを適切に確保すること。 

（８） 連携施設について 

事業実施までに、保育内容の支援及び代替保育を担う連携施設（保育園、幼稚園、認定こ

ども園）を確保すること。ただし、代替保育を担う連携施設の確保が困難である場合は、連

携協力を行う者（小規模保育事業 A型事業者等）を確保すること。 

 

７ 開設準備に係る補助金について 

小規模保育事業所の開所に必要な経費について補助金を活用する場合は、以下の（1）から

（4）のとおりです。 

※補助金を活用せず、自主財源で整備を行う場合、加点します。 
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（１） 補助対象項目及び補助基準額、補助率 

※開所に必要な経費は補助基準内において実績の４分の１は自己負担となります。補助対象

以外の経費や補助対象項目のうち補助基準額以上のものについても、自己負担となります。 

※国の「保育対策総合支援事業費補助金」に基づく補助を予定しておりますが、現段階で令和

5 年度の補助内容が未確定であり、場合によっては補助対象項目、補助基準額、補助率等が

変更になる可能性があります。 

※当補助金以外に、国や県から施設の整備・運営に関し補助等を受けている場合、当補助金の

対象外となる場合があります。 

（２） 施設改修の留意点 

 ①原則として、可児市又は岐阜県入札参加資格者名簿（建設工事）に登録している事業者の 

中から施工業者を選ぶこと。 

 ②改修費が１３０万円を超える事業については事業者による指名競争入札又は一般競争入札

により施工業者を決定すること。改修費が１３０万円以下の事業については、２者以上の見

積もり合わせにより施工業者を決定すること。 

 ③公告等も含め、入札の執行については事業者自身で行うこと。 

 ④入札等において不正等が発覚した場合は、補助金の返還や事業実施者としての選定を取り

消すことがあります。 

 ⑤小規模保育事業を廃止した場合、運営した期間に応じて補助金の返還が必要となる場合が

あります。 

（３） 補助金の支払い 

   補助事業完了後、速やかに完了報告書を提出すること。補助金は、補助金額の確定後、請

求から３０日以内に支払います。 

（４） 消費税の確定申告  

消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額が確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返納しなければならない。 

 

 

 

項目 内容 補助基準額・補助率 

改修費等 賃貸物件等を活用し保育室等を設置す

るための改修費等（外構工事を除く）。

また、改修に関連し保育に必要な備品

等の購入費を含む。 

補助基準額 24,026千円 

補助率 3/4 

 賃借料 準備期間における家賃 

礼金 事業所の賃借における礼金 

（敷金・保証金を除く。） 
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８ 給付費について 

本事業に対しては、地域型保育給付が支給されます。実際に市から支給される給付費は、国

が定める公定価格から、保護者の負担能力に応じた利用者負担額を控除した額となります。 

【参考】 

内閣府ウェブサイト 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/jigyousya.html 

 

９ 公募の手続き 

（１） 受付期間 

  令和５年９月２９日（金）から１１月２日（木）までの午前９時から午後５時まで。 

（土・日曜日、祝日を除く） 

（２） 公募要項及び申請書類等入手方法 

市ウェブサイトからダウンロードしてください。申請書類は別紙１「可児市小規模保育事業

Ａ型 公募申請提出書類一覧」のとおり。 

（３） 提出方法 

 ①提出していただく申請書類等は事前に内容確認を行いますので、あらかじめ電話予約をし

て来庁してください。 

 ②事前の内容確認後、正本１部、副本６部（コピー可）を可児市こども健康部保育課へ持参し

てください。 

（４） 提出書類について 

 ①Ａ４版で作成し、別紙１を添えて提出してください。 

 ②書類番号を記載したインデックスを添付してください。 

 ③申請に要する経費はすべて申請者の負担とします。 

④事業計画等の著作権は申請者に帰属します。ただし、市は小規模保育事業の決定の公表等

必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で利用できるものとします。なお、提出され

た書類は理由の如何にかかわらず返却しません。  

 ⑤提出書類は、可児市情報公開条例（平成１１年条例第２２号）に基づく公開請求により、個人

情報を除き公開されることがあります。  

⑥受付期間後は本市から指示があった場合を除き、提出書類の差し替え又は再提出は認め

ません。 

 ⑦提出書類に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に

対して、補助金を支給しない場合があります。 

（５） 公募に関する質問の受け付け及び回答 

 ①応募にあたり質問がある場合は、軽微な場合を除き、別紙２「小規模保育事業公募に関す

る質問票」により行うこと。ただし、審査内容や評価項目等に関する質問については回答し

ません。 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/jigyousya.html
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 ②応募に際しての質疑回答内容や応募期間中に応募者への連絡事項が生じた場合は、市ウェ

ブサイトに掲載することがあります。市ウェブサイトについては定期的に確認をしてください。

市ウェブサイト記載事項を確認しないことによる不利益については、一切責任を負いません。 

 

10 事業者の選定 

（１） 選定方法 

可児市小規模保育事業者選定委員会において書類審査を実施し、応募条件に合致するか

どうか判断を行い、事業者を選定します。なお、審査にあたり、事業者の代表者等にプレゼン

テーション（１0分以内）及びヒアリングを実施します。 

※募集施設数を超えない場合においても、審査の結果「該当なし」とする場合があります。 

（２） 選定基準 

提案内容に基づき、別紙３「可児市小規模保育事業者選定基準表」に基づき選定を行います。 

（３） 選定結果と公表 

事業実施者の決定は、令和５年１１月下旬を予定しており、選定結果は応募法人等に文書

で通知します。電話等による問い合わせには応じません。決定法人名等については、市ウェ

ブサイトで公表します。 

 

11 スケジュール（予定） 

令和５年９月２９日（金） 募集要項公開 

令和５年９月２９日（金）～１１月２日（木）応募受付期間（締切厳守） 

令和５年１０月２日（月）～１０月９日（月） 質問の受付期間 

令和５年１１月中旬 事業者選定（ヒアリング等） 

令和５年１１月下旬 選定結果通知 

令和６年４月１日（月） 開所 

 

 

 

 

【提出先・問い合わせ】 

可児市こども健康部保育課 保育園・幼稚園係 

〒509-0209 

可児市下恵土 1丁目１００番地 子育て健康プラザマーノ２F 

電話番号 0574-62-1111 （内）5524 

ファクス 0574-66-1005 

Ｅメール hoiku@city.kani.lg.jp 

  

mailto:hoiku@city.kani.lg.jp
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別紙１ 

可児市小規模保育事業Ａ型 公募申請提出書類一覧 

番号 内容 指定の書式 チェック 

1 公募申請書 様式１  

2 法人概要調書 様式２  

3 法人登記薄謄本（履歴事項全部証明書）   

4 施設概要調書 様式３  

5 既に運営している施設・事業所の直近の行政による監査

における指摘調書及び改善報告書（又は同趣旨書類）の

写し （３年分） 

  

6 法人の定款・規約等   

7 運営資金計画書 様式４-1 

様式４-2 

 

8 施設整備事業計画書 様式５  

9 開設までのスケジュールがわかる書類   

10 事業実施施設が法人の所有または取得見込み、もしくは

長期使用が可能であることを証する書類（不動産登記事

項証明書（土地及び建物）、寄附・贈与契約（確約）書、売

買契約（確約）書、 建物賃借に係る契約条件証明書（参考

様式あり）など） 

様式 6 

（例） 

 

11 設置予定位置図 様式 7  

12 昭和５６年５月３１日以前に建築確認済証が交付され着工

された場合、耐震診断報告書又は耐震補強工事実施済み

を証する書類 

 

 

13 工事費、設計管理費等見積書の写し   

14 平面図（各室の用途及び面積がわかるもの）   

15 保育内容等概要調書 様式 8  

16 職員配置概要調書 様式 9  

17 決算書又は決算報告書・収支報告書等決算書に類する書

類過去３期分（損益計算書及び貸借対照表） 

  

18 納税証明書 （法人税、法人市民税、消費税及び地方消費

税） ※各々直近 1年分 

  

19 残高証明書等自己資金を証明できる書類 ※公募開始以

降のものを提出すること。 

  

※追加で資料の請求を行う場合があります。 
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別紙２ 

小規模保育事業公募に係る質問票 

 

                            令和  年  月  日 

 

（宛先）可児市長 あて 

 

                      申請者   住所又は所在地  

                              法人名  

                                代表者氏名  

                                担当者部署・氏名 

                               連絡先（電話） 

 

 

項   目 

 

内   容 

 

（注意事項） 

 質問は、一項目につき用紙一枚として簡潔にまとめてください。 

 

 

 

（提出先）可児市役所 こども健康部 保育課 保育園・幼稚園係 

電話番号 0574-62-1111／ＦＡＸ 0574- 66-1005 

E-mail  hoiku@city.kani.lg.jp 
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別紙３ 

可児市小規模保育事業者選定基準表 

 

※印の項目は、該当した場合加点します。（ただし、延長保育は、時間数に応じて加点します） 

 

審査項目 審査の視点 
配

点 
合計点 

事業者の概

要及び経営

の安定性 

事業者の概要及び現在における経営状態 5 

 

25 

 

事業の継続性 5 

職員の人材確保のための方策 5 

職員に対する研修及び人材育成に対する考え方 5 

本市又は他市での保育所等の実績 5 

計画の妥当

性 

事業開始までのスケジュールの妥当性 5  

15 

 

年間収支計算書の妥当性 5 

認可定員設定の妥当性 5 

事業の運営

方針 

保育の方針について 5 

 

25 

 

※延長保育について ５ 

施設の衛生管理及び児童の健康管理について ５ 

事故防止等の安全対策について 5 

要望、苦情に対する対応について 5 

施設 

保育室等について 5 

20 周辺環境等について 5 

※特に開所が望まれる区域（土田地区）かどうか 10 

食事の提供 食育・アレルギー対応について 5 5 

補助金の活用 ※自主財源での整備 10 10 

合  計 1０0 


